
　

戸籍謄抄本等の交付申請書（郵送請求用）

大洲市長　様 年　　　　月　　　　日
１請求者について記入してください　※氏名は自署してください。記名の場合は要押印

住　所
電話番号(日中連絡のつくところ）

氏　名
ふ り が な

　　
生年月日　　　　　年　　　月　　　日

２　必要な戸籍の本籍（地番まで）・筆頭者を記入してください

本　籍
私（請求者）は、必要な人の

　□本人　　　□配偶者　　

筆頭者の氏名
(亡くなられても変わりません)

　□直系尊属（父母、祖父母など）

　□直系卑属（子、孫など）
必要な人の氏名

（誰の戸籍が必要ですか）
　□その他※（　　　　　　　　　　）
※委任状が必要な場合があります　　　　年　　　月　　　日生

３　何が必要ですか。必要な証明のところへ通数を記入してください

謄本（全部事項証明） 抄本（個人事項証明） 手数料

戸籍 通 通 １通につき　４５０円

除籍・改製原戸籍 通 通 １通につき　７５０円

戸籍の附票 通 通 １通につき　３００円

（附票請求時のみ。附票に表示が必要な場合だけ☑して下さい 　  □本籍と筆頭者　　　□在外選挙人登録地）

上記でどの証明が必要か不明な場合は下記にご記入下さい。手数料は戸籍係までお問い合せください

氏名（　　　　　　　　  　　　）の出生から死亡までの連続した戸籍 各　　　　　通

氏名（　　　　　　　 　　　　　）の□死亡　□婚姻　□離婚　□養子縁組　事項が分かる戸籍 通

□
請求する人の本人確認書類のコピー 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード　など

（請求者の現住所が確認できるもの） 健康保険証は住所が印字されている物に限ります

その他　例：〇〇と××の夫婦（親子）関係が分かるもの、××の大洲市で取得できる戸籍すべて　など

４　請求理由や使い道（提出先）について具体的に記入してください

５　同封するもの

□ 請求者と必要な人との関係が分かる戸籍のコピー 大洲市にある戸籍で確認できない場合に必要です

□ 委任状（該当者のみ） 本人・直系血族以外の方による請求の場合は必要です

【請求・問い合わせ先】
〒７９５－８６０１　愛媛県大洲市大洲６９０番地の１　大洲市役所　市民生活課戸籍係〒795-8601　愛媛県大洲市大洲６９０番地の１　大洲市役所　市民課戸籍係
電話：０８９３－２４－１７１０　（市民生活課直通）電話：０８９３－２４－１７１０　（市民課直通）

郵便局で購入してください。普通為替または現金書
留でも構いません。切手や収入印紙は不可。

　※郵便事情等により到着までにお時間がかかる場合がございます。ご請求いただく際には、できるだ
け日数に余裕をもってご請求いただきますようご協力をお願いいたします。
　なお、お急ぎの場合は、往信返信ともに「速達」郵便をご利用いただくことをおすすめします

手数料分の郵便為替（受取人欄は何も記入しない）□

□ 返信用封筒 (返送先は住民登録のある所に限ります）
封筒に切手を貼り、住所氏名を記入してください。
速達などの場合は、特殊取扱料金分の切手を追加し
てください。


